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保護者の皆様 へ

日南市教育委員会教育長

新型コロナウイルス感染症対策のための臨時休業期間の対応と学校の完全再開
について（お知らせ）

保護者の皆様におかれましては、新型コロナウイルス感染症対策へのご理解とご協力をいただい
ておりますことに感謝申し上げます。
さて、新型コロナウイルス感染症対策につきましては、４月９日（木）午後より５月２４日（日）

まで臨時休業が続いているところでありますが、５月１４日（木）に県教育委員会が発表しました
今後の対応を踏まえ、本市におきましても、下記のように臨時休業期間の対応及び学校の完全再開
について決定いたしました。
学校における全ての教育活動につきましては、こまめな手洗いや定期的な換気、活動内容の精選

など、可能な限り感染及びその拡大のリスクを低減させながら実施いたします。
つきましては、保護者の皆様には、多大なご負担とご心配をおかけいたしますが、引き続き感染

拡大防止対策へのご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

記

１ 臨時休業期間の対応について
○ 臨時休業期間については、５月２４日（日）までとします。
○ ２５日（月）の完全再開に向けて、段階的に取組を進めます。

２ 登校日について
○ １８日（月）～２２日（金）の５日間全てを登校日とします。
・ 決められた登校時刻に登校し、２５日からの完全再開に向けて朝の生活リズムを整えます。
・ 午前中に学習活動を実施し、給食終了後に下校となります。
・ 学習活動については、可能な限り感染予防対策を講じた上で実施します。
・ 給食は、配膳を伴わない、パン・牛乳、非常食等の簡易なものを提供します。
【登校日の留意事項】

・ 夏休み等の登校日と同じ扱いとなるため、保護者の判断で登校しない場合にも欠席とは
なりません。（その旨を学校へお伝えください。）

・ 登校日に実施した学習活動については、評価の対象外とします。
・ 感染状況等によっては、登校日を実施しないこともあり得ます。その場合は、市のホー
ムページ及び学校等より連絡をいたします。

・ 登校日の登下校時刻等については、学校より連絡をいたします。

３ 学校での児童生徒の受入について
○ 受入は５月１５日（金）までとします。
○ 児童クラブについては、通常の運営となります。

４ 学校の完全再開について
○ ５月２５日（月）より学校を通常通りに再開します。
・ 全ての教育活動について、可能な限り感染予防対策を講じた上で実施します。
・ 給食は、通常の献立となります。

５ 保護者の皆様へのお願い
○ 学校では、新型コロナウイルス感染症に対する偏見や差別について、児童生徒に正しい認
識をさせるために、発達段階に応じた具体的な指導をするとともに、いじめなどの事案が起
きないよう、全職員で未然防止に取り組んで参ります。
つきましては、ご家庭におきましても、新型コロナウイルス感染症に対する正しい情報を

お伝えいただきますとともに、「人権」を侵害するような偏見や差別意識が生じることのない
よう、御指導いただきますようお願いいたします。（別紙をご参照ください。）

○ 今後の感染拡大の状況により、上記の対応等を急遽変更することもあります。学校からの
連絡が届くように準備をお願いいたいます。

○ 今後の対応について、不明な点がございましたら、学校へお問い合わせください。


